
コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCE PUNCH INDUSTRY CO.,LTD.

最終更新日：2021年12月10日
パンチ工業株式会社

代表取締役 社長執行役員 ＣＥＯ 森久保　哲司

問合せ先：経営管理部 03-5753-3132

証券コード：6165

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社グループは、法令を遵守し誠実に社会的責任を果たすとともに、経営の健全性及び透明性を高め、株主や顧客をはじめとするステークホル
ダーにとっての利益を守り、企業価値の継続的な向上を図るためには、コーポレート・ガバナンスの確立が最重要課題であると認識し、次の考え
方のもと、コーポレート・ガバナンスの充実に取組んでまいります。

　１．株主の権利・平等性の確保

　２．株主を含む全ステークホルダーとの適切な協働

　３．適切な情報開示による透明性の確保

　４．取締役会による業務執行の監督

　５．株主との建設的な対話

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

2021年６月改訂後のコードに基づき記載しております。

2021年６月25日までに提出した報告書では、今後検討又は実施予定としていた事項は、本欄に記載しておりませんでしたが、本報告書より記載す
ることといたしました。

（補充原則1-2-4）株主総会における権利行使

当社は、現状議決権電子行使プラットフォームの利用は行っておりませんが、2022年６月開催予定の定時株主総会より利用する予定です。

（原則2-6）企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮

当社は、確定給付企業年金と確定拠出年金を導入しておりますが、確定給付企業年金は運用機関に委託しており、運用機関からの定期的な報
告により、従業員の資産形成及び当社の財政状態に与える影響を把握するよう努めております。今後、企業年金担当組織が運用機関に対するモ
ニタリング活動を適切に発揮できるよう、人材の配置や育成等に努めてまいります。

確定拠出年金については、入社時の基本的知識と注意事項の周知と、定期的な資産形成・投資運用に関する社内研修等を実施するとともに、確
定拠出年金教育担当者の育成に取り組んでまいります。

（補充原則3-1-3）サステナビリティについての取組み

当社は、サステナビリティを巡る取組についての基本方針を「当社は、地球環境と社会を取り巻く課題に真摯に向き合い、全てのステークホルダー
の幸福と会社の成長を共に実現することにより、持続可能な社会の実現に貢献することを目指します。」と定めております。

現在2022年度を初年度とする次期中期経営計画を策定中であり、その中で当社のサステナビリティについての取組みや、人的資本、知的財産へ
の投資等について具体的な施策を検討することとしております。

（補充原則4-8-2）筆頭独立社外取締役の選定

当社は、社外取締役が取締役会議長を務めており、また、経営陣との連絡・調整役、監査等委員会との連携に係る調整等は取締役会事務局が
担っているため、現時点では筆頭独立社外取締役を選定しておりません。

（原則5-2）経営戦略や経営計画の策定・公表

当社は中期経営計画を策定し公表しておりますが、既に公表済の中期経営計画においては、収益計画や資本政策の策定に当たり、自社の資本
コストとの明確な関連付けが行われておりません。

現在策定中の次期中期経営計画においては、自社の資本コストを的確に把握した上で、収益計画や資本政策との適切な関連付けを行い、収益
力・資本効率等に関する目標を設定するとともに、その実現のための具体的な施策を検討することとしております。

（補充原則5-2-1）事業ポートフォリオに関する基本的な方針

現在策定中の次期中期経営計画の中で、検討することとしております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

2021年６月改訂後のコードに基づき記載しております。

当社はコーポレートガバナンスに関する考え方を、「パンチ工業 コーポレートガバナンス基本方針 」として定めておりますので、そちらも合わせて

ご参照ください。

http://www.punch.co.jp/companyinfo/governance.html

なお、各原則に基づく開示が求められているコードと「パンチ工業　コーポレートガバナンス基本方針」の関係は下記となります。

【原則１－４】　　　　　 　第２章　１．（４）

【原則１－７】　　　　　　 第２章　１．（６）

【補充原則２－４①】　　　－

【原則２－６】　　　　　　　 －

【原則３－１ⅰ】　　　　　　－



【原則３－１ⅱ】　　　　 第１章～第５章

【原則３－１ⅲ】　　　 　第４章　１．（８）

【原則３－１ⅳ】　　　 　第４章　１．（３）

【補充原則３－１ⅴ】　　　－

【補充原則３－１③】　　　－

【補充原則４－１①】　　　－

【原則４－９】　　　　　 　別紙２

【補充原則４－１０①】 第４章　１．（７）

【補充原則４－１１①】 　－

【補充原則４－１１②】　第４章　１．（５）⑦

【補充原則４－１１③】　第４章　１．（９）

【補充原則４－１４②】　第４章　２．

【原則５－１】　　　　　　 第５章

（原則1-4）いわゆる政策保有株式

１．政策保有に関する方針

政策保有株式は保有しないことを原則としており、現在保有する上場株式はありません。今後業務提携等で政策的に上場株式を保有する必要性
が生じた場合には、取締役会において保有の適否を判断し、保有する場合には、その銘柄、保有予定期間、保有の目的等を開示いたします。ま
たその後は、毎年取締役会において保有継続の適否を判断し、その結果を開示いたします。

２．議決権の行使基準

政策保有株式は保有しないことを原則としておりますが、何らかの事情により保有している場合には、当該株式の発行会社の株主価値向上に資
することを判断基準として、議決権行使を行います。

（原則1-7）関連当事者間の取引

当社では、役員、主要株主及びその他の関連当事者との間で取引を行う場合、会社法等の関係法令及び取締役会規則等の社内規程に則り、必
要に応じて取締役会の承認を経るものとしております。また、取締役会での承認にあたっては、社外取締役が当該審議に加わることにより、より客
観的な立場から、取引内容の公正性、妥当性を検討することにより、当社及び株主共同の利益が損なわれないよう十分な審議を行っております。

また、取締役会の承認を受けた取引が実行された場合には、会社法等の関連法令及び取締役会規則等の社内規程に従い、その内容について取
締役会に報告する体制を構築しております。

併せて、定期的に役員及び執行役員に対して、「関連当事者との取引に関する調査票」の提出を求めており、関連当事者との取引の有無を把握
しております。

（補充原則2-4-1）中核人材の登用等における多様性の確保

１．多様性の確保について

当社は従来から、経営戦略として「世界のパンチ」を目指す上で、人材の多様性を尊重しつつ、性別、人種、宗教等の区別なく、適材適所の観点
から、能力のある人財を積極的に登用していくことを基本方針としております。特に女性の活躍推進は、会社の持続的な成長を確保するうえで重
要な経営施策と位置付け、「2025年3月末までに、役職者（主任級以上）に昇格する男女夫々の比率を概ね同等にする」という目標を掲げ取組んで
おります。

外国人及び中途採用者に関しても、多様性の観点からその重要性は認識しておりますが、外国人については、その比率が大きくないこと及び特
段の格差が生じている状況にないこと、中途採用者については、その能力・経験等を公平公正に評価し、管理職へ登用するとの運用が定着して
いることから、測定可能な目標は設定しておりません。

２．多様性の確保に向けた人財育成方針、社内環境整備方針、その状況等について

当社は2020年4月からスタートした中期経営計画「バリュークリエーション2020Plus」において、「働き方改革と人財育成」を重点経営課題の１つとし
て掲げ、これまでも各種施策に取り組んでまいりました。この基本方針は現在策定中の次期中期経営計画にも引き継ぎ、当社の持続的な成長と
中長期の企業価値の向上に貢献する中核人財が継続的に採用・育成・輩出される仕組みづくりに取り組むとともに、従業員エンゲージメントの醸
成を図り、人的資本が蓄積されていくよう取り組んでまいります。

現在、女性活躍促進に関しては、「男性の育児休業の取得推進」、「女性労働者に向けたライフキャリア研修の実施と女性労働者の働きやすい環
境や活躍推進のための、管理職向け研修の実施」及び「有給休暇の計画的な取得の推進と取得しやすい環境の整備」に関する取組みを進めて
おり、今後は、女性自身への動機付けと活躍の機会を増やすための雇用環境の整備を進めてまいります。

（原則3-1）情報開示の充実

当社は、法令に基づく開示はもとより、会社の意思決定の透明性・公正性を確保し、実効的なコーポレート・ガバナンスを実現するとの観点より、以
下の事項について主体的な情報発信に努めてまいります。

ⅰ．経営理念・社訓、企業ビジョンを当社Webサイトで公表しております。

http://www.punch.co.jp/companyinfo/vision.html

中期経営計画を当社Webサイトで公表しております。

http://www.punch.co.jp/ir/med_management.html

ⅱ．コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

本報告書Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報、「パンチ工業　コーポレートガバナン
ス基本方針」

http://www.punch.co.jp/companyinfo/governance.htmlに記載の内容をご参照ください。

ⅲ．経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

＜方針＞

当社は、「世界のものづくりを支えるパンチグループとして、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、株主利益との整合性を保
ちつつ、各役員への会社業績向上に向けた効果的かつタイムリーな動機づけがなされるとともに、優秀な人材を経営陣として確保することが出来
るような報酬体系とする」という基本方針のもと、役位等による基本報酬と各役員の前年度業績目標の達成度に連動する個別報酬から成る固定
報酬、会社の当年度の業績に連動する業績連動賞与、そして株式報酬の3つで構成された取締役・執行役員報酬制度を構築しております。

＜手続＞

取締役会の諮問機関である社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会にてその妥当性について審議し、最終的に取締役会で決定しており
ます。

なお、取締役の個別報酬の内容の決定方針、報酬の構成とその算定方法等につきましては、後述Ⅱ－１【インセンティブ関係】【取締役報酬関係】
を参照願います。

ⅳ．経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

当社は取締役、執行役員、最高経営責任者が、その役割・責務を実効的に果たし、企業の持続的な成長と、中長期的な企業価値向上に資する人
材を選任すべく、それぞれの選解任方針・基準及び手続を定めております。



＜取締役候補者指名の方針と手続＞

取締役候補者の指名にあたっては、代表取締役（社長執行役員）が候補者を提案し、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会で審議した結
果も踏まえ、取締役会で決定しております。

なお、候補者の提案については、人事の透明性・公平性をより高めるため、指名・報酬委員会からも提案が可能としております。更に、指名・報酬
委員会は、客観性を高めるため、適宜候補者面談やヒアリングを行う等、積極的に関与する仕組みとしております。

取締役要件は、「パンチ工業　コーポレートガバナンス基本方針」の別紙１をご参照ください。

また、取締役候補者指名までの手続きは以下のとおりとなっております。

a．代表取締役が候補者案を策定。

b．上記案を、指名・報酬委員会に諮問。

c．指名・報酬委員会において、各候補者の適格性について審議し、取締役会へ答申。

d．上記答申に基づき、取締役会にて最終決定。

　＜取締役・最高経営責任者等の解任方針及び手続＞

取締役及び最高経営責任者等が、その選任方針から著しく乖離する等、解任の基準に抵触したと判断された場合には、取締役会メンバーまたは
指名・報酬委員会メンバーは、当該取締役及び最高経営責任者等の解任案を指名・報酬委員会に提出し、指名・報酬委員会は、当該解任案を審
議の上取締役会に上程します。取締役会は、会社法または社内規程に則り、当該取締役及び最高経営責任者に対して、解任または辞任勧告を
行います。

ⅴ．経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個々の選任・指名についての説明

取締役各候補者の選任理由等については、株主総会参考書類をご参照ください。

http://www.punch.co.jp/ir/stock.html

（補充原則4-1-1）経営陣に対する委任の範囲

当社の取締役会は、中長期的な経営理念・ビジョン、経営戦略等の方針を示すとともに、取締役会の専決事項の他、特に重要と認められる業務
執行の決定をしております。上記以外の事項及び具体的な業務執行は経営陣に委任しており、その範囲は、取締役会で定めた決議・決裁権限規
程に基づいております。

（原則4-9）独立社外取締役の独立性判断基準及び資質

当社は、社外取締役の独立性判断基準を定め、社外取締役がその項目のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役は独立性を有し、一般株
主と利益相反が生じるおそれがないものと判断しております。

独立社外取締役の独立性判断基準は、「パンチ工業 コーポレートガバナンス基本方針」の別紙２をご参照ください。

（補充原則4-10-1）指名委員会・報酬委員会

当社は、経営陣幹部・取締役等の選解任及び報酬の決定に際して、基本方針や基準を明確化し、決定プロセスにおける公正性・透明性を高める
ため、取締役会の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置しております。当該委員会は、 取締役の中から取締役会が選任する委員をもって構

成 し、その過半数は独立社外取締役とし経営陣幹部からの独立性を確保しております。

当該委員会の権限・役割は。「指名・報酬委員会規程」において下記のとおり定めております。

・取締役の選任、解任に関する事項

・執行役員の選任、解任に関する事項

・取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び執行役員の報酬に関する事項

・名誉会長の委嘱及び報酬に関する事項

・上記の決議に必要な、基本方針、規程及び手続き等の制定、変更、廃止に関する事項

・その他委員会が必要と判断した事項

なお、当社取締役会は、指名・報酬委員会の意見を尊重することを、当該規程に明文化しております。

（補充原則4-11-1）取締役会全体としてのバランス、多様性及び規模に関する考え方

当社は、取締役会の構成メンバーとして、経営、会計、金融、法律等の専門知識や経験を備えた人物をバランスよく配置すべきであると考えてお
り、また、ジェンダーや国際性、職歴、年齢等の多様性の確保にも努めております。

当社は、現在幅広い経験と豊富な見識を持つ社外取締役４名（うち男性３名、女性１名）と、当社グループの事業経営に関する経験又は専門知識
を持つ社内取締役６名を選任しておりますが、引き続き、取締役会評価や取締役候補者選任の議論を通じ、当社にとって最適な取締役会の構成
を検討して行きたいと考えております。

なお、現在の取締役のスキルマトリックスは、本報告書に【別紙】として添付しております。

（補充原則4-11-2）社外取締役の兼任状況

当社は、取締役がその役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を取締役の業務に振り向けるべきであるとの観点より、役員の兼任
数は合理的と思われる範囲とし、毎年兼任状況を確認しております。また兼任状況については、株主総会招集通知及び有価証券報告書で開示し
ております。

（補充原則4-11-3）取締役会全体の実効性についての分析・評価

当社取締役会は、取締役会が適切に運営され、その機能を果たしているか検証を行うとともに、取締役会全体の実効性を高めることを目的とし
て、取締役会の実効性について以下の方法にて分析・評価を行っております。

【分析・評価方法】

全取締役及び全監査役に対し質問票を送り、点数評価及び自由回答形式による自己評価を行いました。全取締役及び全監査役で、各取締役の
自己評価をもとに、監査役の意見も踏まえ、当社取締役会の課題及び対応について検討致しました。なお、取締役会の実効性を継続的にモニタリ
ングするため、質問の内容は毎年ほぼ同内容としていますが、3年に１回は、取締役会の役割・責務にフォーカスした評価を実施しており、2020年
度はコーポレートガバナンス・コード　原則４に基づく実効性評価を行いました。

【結果の概要】

（１）2019年度実効性評価に基づく2020年度課題への取組状況

2020年度の課題は①モニタリングの強化、②取締役会の構成、③次世代の育成とモニタリング、④企業価値向上の４つに取組むこととしておりま
した。

①は中期経営計画と個別案件について計画の進捗確認を行いましたが、業績向上・企業価値向上につながるよう、モニタリングの精度を上げる
必要性が指摘されました。

②は機関設計の議論の中で、執行と監督の分離、監督機能の強化を目的に、本年株主総会で監査等委員会設置会社へ移行することを決定しま
した。

③は次世代だけでなく次々世代にあたる中間管理職者にまで拡大し組織全体の底上げが必要、また早期に次世代の候補者を特定し、取締役会



全体で育成していくことが必要との認識に至りました。

④は①～③に取締役会が更なるリーダーシップを発揮して取組む必要があると確認されました。

（２）2020年度の分析・評価の概要

2020年度の取締役会実効性評価においては、経営戦略や経営計画等の大きな方向性の議論の深化、重要事案に対して、構想・計画の段階から
取締役会で議論することが監督機能向上に資することが指摘されました。また、後継者計画の策定・運用等次世代育成は取締役会及び指名・報
酬委員会の適切な関与で実効性を高める必要があることが確認されました。

【分析・評価を踏まえた今後の課題及び対応】

引き続き、以下の事項に取組んでまいります。

①取締役会の議論の充実と深化

・取締役会メンバーによる議論の時間を十分に確保するため、取締役会運営の更なる効率化を図るとともに、取締役会以外で議論する場も設定
する

・取締役会の年間計画（決議・報告事項）を提示し、重要案件の構想・計画等前段階の議論を充実する

②次世代の育成とモニタリング

取締役会と次世代候補者と対話ができる機会の創出と、取締役会によるモニタリングの仕組み整備（前年度取組みの継続）

（補充原則4-14-2）取締役に対するトレーニングの方針

当社は、新任取締役に対し、取締役がそれぞれの職務を行うにあたり必要なガバナンス、リスクマネジメント、内部統制などの基礎的知識を習得
するにあたり、必要に応じて外部機関による研修等も斡旋し、費用を負担するとともに、社外取締役に対しては、就任早々に当社の事業等の理解
促進を目的に、主要な事業拠点の見学、説明会等を実施することを方針としております。

また、取締役はその職務を果たすために自己研鑽に努めるとともに、経営、事業運営に関する法令・規則等の改正が行われた場合、その都度知
識の更新に努めることとしております。

（原則5-1）株主との建設的な対話に関する方針

5-1-1.

当社は、株主・投資家の要望に応じて、ＣＥＯ、ＣＦＯ、IR担当等が、株主・投資家との建設的な対話に臨むことを基本としております。

5-1-2.

（i）株主・投資家との対話全般において、建設的な対話が実現するよう、IR専任部署を置き、その統括を行うIR担当執行役員を指定しております。

（ii）IR専任部署、財務部門、経営管理部門等と連携して適時かつ公正・適正な情報開示を行うよう努めております。

（iii）決算説明会や会社説明会の他、IRイベントに積極的に参加するとともに、アニュアルレポート、IRメールマガジン等のツールにより、株主・投資
家との対話の充実を図っております。

（iv）経営に株主・投資家の意見や懸念事項を反映するため、IR担当執行役員が適時に経営陣幹部や取締役会に報告する体制と、IR専任部署か
らレポートの形で定期的に報告する体制を整備しております。

（v）決算情報については、各四半期の期末日の翌日から各決算発表日までを沈黙期間とし、投資家との対話を制限しております。投資家との対
話においては、事前に対話内容の確認を行い、インサイダー情報の流出と情報の非対称性が生じないよう努めております。また、社内において
は、「内部者取引管理規程」「情報セキュリティ管理規程」でインサイダー取引の未然防止、インサイダー情報の管理を徹底しております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 20%以上30%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

エム・ティ興産株式会社 3,804,900 17.42

CACEIS BANK　S. A., GERMANY BRANCH －CUSTOMER ACCOUNT 2,412,400 11.04

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2,035,200 9.32

パンチ工業従業員持株会 866,411 3.97

森久保　有司 663,000 3.04

森久保　哲司 663,000 3.04

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 592,300 2.71

神庭　道子 431,000 1.97

森久保　博久 260,864 1.19

神庭　慎司 249,000 1.14

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

大株主の状況は2021年9月30日現在の状況です。

株主の所有割合は、発行済株式の総数から自己株式数を控除した数を基準としております。

当社は、提出日現在において自己株式303,406株を保有しておりますが、上記大株主の状況には記載しておりません。

2017年12月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、大和証券投資信託委託株式会社が2017年12月15日現在で以下のと
おり株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2021年３月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大



株主の状況には含めておりません。

【氏名又は名称／保有株券等の数／保有株券等割合】

大和証券投資信託委託株式会社／516,500株／4.67％

当社は、2018年１月１日付で、普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っておりますが、保有株券等の数は、当該株式分割前の株式数を
記載しております。

2020年３月17日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、モイスブルガー　グントラム　ゲーエムベーハー及びそ
の共同保有者が2020年３月12日現在で以下のとおり株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2021年９月30日現在における実
質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

【氏名又は名称／保有株券等の数／保有株券等割合】

モイスブルガー　グントラム　ゲーエムベーハー（Meusburger Guntram GmbH）／1,792,200株／8.10％

モイスブルガー　ホールディング　ゲーエムベーハー（Meusburger Holding Gmbh）／459,800株／2.08％

計／2,252,000／10.18％

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 3 月

業種 機械

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 15 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社外取締役

取締役の人数 10 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 4 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

4 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

三橋　友紀子 弁護士

高辻　成彦 他の会社の出身者

松江　頼篤 弁護士

鈴木　智雄 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

三橋　友紀子 　 ○ ―――

（社外取締役選任理由）

三橋友紀子氏は、事業法人における職務経
験、弁護士としての法務全般への幅広い知見
に加え、他社での社外取締役の経験を有して
いるほか、女性の視点から、当社のダイバーシ
ティ経営推進に対し適切な助言がいただけるこ
とから、社外取締役として適任であると判断し
ております。

（独立役員指定理由）

当社と三橋氏の間に利害関係はなく、一般株
主と利益相反が生じるおそれがないと判断した
ため、独立役員として指定しました。



高辻　成彦 　 ○ ―――

（社外取締役選任理由）

高辻成彦氏は、コーポレートファイナンスやコー
ポレートガバナンスへの高い見識、企業IR、証
券会社アナリストとしての豊富な経験、当社が
属する業界動向等の外部環境に関する幅広い
知識を有していることから社外取締役として適
任であると判断しております。

（独立役員指定理由）

当社と高辻氏の間に利害関係はなく、一般株
主と利益相反が生じるおそれがないと判断した
ため、独立役員として指定しました。

松江　頼篤 ○ ○ ―――

（社外取締役選任理由）

松江頼篤氏は、弁護士として専門的見地から
企業法務に優れた実績を挙げており、かつ高
い見識を有しており、適切な監査を行うことが
できると判断し、監査等委員である社外取締役
として適任であると判断しております。

（独立役員指定理由）

当社と松江氏の間に利害関係はなく、一般株
主と利益相反が生じるおそれがないと判断した
ため、独立役員として指定しました。

鈴木　智雄 ○ ○ ―――

（社外取締役選任理由）鈴木智雄氏は、事業会
社で長年財務経理業務に携わり、また、他の
事業会社では8年にわたり監査役を務めてお
り、その豊富な財務経理に関する知識と監査
経験から、監査等委員である社外取締役として
適任であると判断しております。

（独立役員指定理由）

当社と鈴木氏の間に利害関係はなく、一般株
主と利益相反が生じるおそれがないと判断した
ため、独立役員として指定しました。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
委員長（議長）

監査等委員会 3 1 1 2 社内取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

あり

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

監査等委員会の職務遂行を補助する監査等委員会室を設置し、他部署の使用人を兼務しない専任スタッフを配置しております。また、監査等委
員会室スタッフの人事考課は監査等委員会が行い、異動・懲戒等に関しては、事前に監査等委員会の同意を得るものとしています。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

当社は三様監査の有効性と効率性の向上を図るため、それぞれの間で定期的な連絡会を開催して監査計画・結果の報告、意見交換などの相互
連携の強化を図っております。

１．監査等委員会と会計監査人の連携

監査等委員会及び会計監査人の監査計画について、事前に双方の報告を受ける体制となっております。監査等委員会は会計監査人による監査
報告会への出席の他、必要に応じて会計監査人監査の立会や、情報交換を行います。

２．監査等委員会と内部監査部門の連携

監査等委員会は内部監査部門と定期的にミーティングを持ち監査計画及び監査結果の報告を受けるとともに情報交換等を行います。

３．内部監査部門と会計監査人の連携

会計監査人による監査報告会および内部統制の運用状況評価等を通じて、相互に情報交換を行います。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり



任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 3 0 1 2 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 3 0 1 2 0 0
社外取
締役

補足説明

指名委員会及び報酬委員会に相当する任意の委員会として、取締役会の諮問機関である「指名・報酬委員会」を設置しております。

委員会は、取締役の中から取締役会が選任する委員をもって構成し、その過半数は独立社外取締役とします。「指名・報酬委員会規程」に、当該
委員会の権限を定めており、取締役会より諮問された取締役及び執行役員の選解任並びに取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び執行
役員の報酬案、名誉会長、相談役及び顧問の委嘱及び報酬案、その他これらに関する基本方針、規程類等につき、審議し取締役会に答申してお
ります。

当該委員会の事務局は、取締役会事務局が兼務しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名

その他独立役員に関する事項

独立役員の要件を満たす全ての社外取締役を独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入

該当項目に関する補足説明

短期的な業績向上への動機付けに資する報酬である、株主利益との整合性を保つため、株主への配当に準じ、利益より一定率を分配するもので
あります。

具体的には、親会社株主に帰属する当期純利益に支給率を乗じた金額と、役位ごとに定める上限金額の、どちらか低い方を業績連動報酬として
年次決算確定後に支給します。業績連動報酬とそれ以外の報酬等は、各々の算定方法によって決定されており、両者の支給割合等に特段の定
めはありません。

業績連動報酬算定に用いる指標及び当該指標を選択した理由は下記のとおりです。

[指標]　　　　　　　　　 　 　【選択の理由】

当期純利益　　　　　　　　 　株主利益との連動を図る

自己資本利益率（ＲＯＥ） 　 株主としての投資効率を高める

自己資本比率　　　　　　　 　中長期的な安全性を高める

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

有価証券報告書、事業報告にて全取締役の報酬総額を開示しております。



報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

１．報酬の基本方針

「世界のものづくりを支えるパンチグループとして、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、株主利益との整合性を保ちつつ、
各役員への会社業績向上に向けた効果的かつタイムリーな動機づけがなされるとともに、優秀な人材を経営陣として確保することが出来るような
報酬体系とする。」

２．取締役の個人別報酬の内容の決定方針

①当該方針の決定の方法

当該方針は、指名・報酬委員会で審議し、2021年２月10日開催の取締役会において決定いたしました。

②当該方針の内容の概要

当社は、取締役の個人別報酬の内容については、「取締役・執行役員報酬規程」及び関連諸規程の定めるところにしたがって、指名・報酬委員会
の審議・答申を経て、取締役会にて決定するものとし、その全部又は一部を取締役その他の第三者に委任してはならない旨を定めております。ま
た、「取締役・執行役員報酬規程」は指名・報酬委員会の審議・答申を経て、取締役会にて決定するものと定めております。

３．報酬の構成

業務執行取締役の報酬は、①固定報酬、②業績連動報酬（賞与）、③株式報酬の３つで構成されております。

①固定報酬：毎月定額で支払われる報酬であり、役位によって定められる基本報酬と、前年度における各個人の業績指標達成度により算定され
る個別報酬で構成。

②業績連動報酬（賞与）：短期的な業績向上への動機づけに資する報酬であり、株主利益との整合性を保つため、株主への配当に準じ、親会社
株主に帰属する当期純利益に支給率を乗じた金額と役位ごとに定める上限金額のどちらか低い方を年次決算確定後に支給。

役位ごとの支給率及び上限額は、以下のとおり

社長執行役員　　　自己資本利益率×自己資本比率×5.0%　　　60,000千円

常務執行役員　　　自己資本利益率×自己資本比率×3.0%　　　40,000千円

上席執行役員　　　自己資本利益率×自己資本比率×2.0%　　　30,000千円

取締役への加算　　自己資本利益率×自己資本比率×3.0%

＊総支給率は連結配当性向の10%を上限とする

＊親会社株主に帰属する当期純利益が損失であった場合には業績連動賞与は支給しない

＊利益の金額に関わらず、配当が無配であった場合には、業績連動賞与は支給しない

③株式報酬：株主と利益意識を共有し、中長期的な企業価値向上や株価上昇への動機づけに資する報酬として譲渡制限付株式を付与。役位に
よって定められる株式報酬基礎額を、割当決議日の前営業日の東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の終値で除して算出された株
式の数を、定時株主総会の翌日から次期株主総会の日までの概ね一年間を役務提供期間として当該期間内に割当てる。

なお、取締役の個人別報酬における、固定報酬、業績連動報酬、非金銭報酬の割合については、それぞれの算定方法を個別に定めていることか
ら、特に定めておりません。

また、非業務執行取締役の報酬は、月額固定報酬のみとしております。

４．報酬決定のプロセス

報酬制度の客観性・透明性を高めるため、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。同委員会は、取締役、執行役員の
報酬の妥当性について審議し、最終的には取締役会にて決定しております。

【社外取締役のサポート体制】

社外取締役に対する情報伝達体制については、各部門やグループ会社からの月次業務報告を回覧するなど定期的に情報を提供するほか、出席
されない重要会議等の会議資料・議事録の配付、さらに必要に応じ説明を行うなど、社外取締役の職務執行の補佐に努めております。

取締役会及び任意の委員会等に関する事項については、取締役会事務局が、監査等委員会については監査等委員会室スタッフが、それぞれ業
務連絡・補佐等、コミュニケーションが保てるよう配慮しております。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

森久保　有司 名誉会長 経営経験者としての助言等 非常勤、報酬有 2015/06/24 １年更新

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 1 名

その他の事項

当社創業者で元代表取締役会長の森久保有司に名誉会長を委嘱しております。

当社事業への深い造詣と人脈を生かし、大所高所から経営への助言をしております。また、現在の当社の中期経営計画は、創業者精神である
「パンチスピリット」をもって取組むこととしており、その精神の醸成にも尽力しておりますが、当社の経営のいかなる意思決定にも関与しておりませ
ん。



当社は、相談役・顧問を置くことができる規定を設けておりますが、その選任・報酬については、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会にて
審議の上、取締役会で決定しております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

当社は、取締役会による経営の監視・監督と、経営陣による業務執行を分離し、経営陣による迅速な意思決定を可能とするため、執行役員制度を
強化し、取締役会長を除く役付取締役を廃止し、執行役員の中から社長及び役付執行役員を選定する体制としております。

１．取締役会・取締役

取締役会は取締役10名（うち、社外取締役４名）で構成され、取締役会議長は独立社外取締役が務め、取締役の３分の１以上を独立社外取締役
とし、監督機能の強化を図っております。

取締役会は、経営の基本方針、法令で定められた事項及びその他経営に関する重要な事項についての意思決定を行うとともに、内部監査、リス
ク管理、ＩＲの状況等の報告を受けております。

月１回の定時取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会や取締役会メンバーによる意見交換会を開催しております。

取締役会の構成メンバー

　監査等委員でない取締役７名

　　代表取締役　森久保　哲司

　　業務執行取締役　真田保弘、村田隆夫、高梨晃

　　非業務執行取締役　杉田進、三橋友紀子（社外・議長）、高辻成彦（社外）

　監査等委員である取締役３名

　　河野稔、松江頼篤（社外）、鈴木智雄（社外）

　各取締役の取締役会出席状況は、第47回定時株主総会招集通知17頁及び22頁を参照ください。

２．執行役員会・執行役員

業務執行の意思決定機関として、執行役員８名（うち、取締役兼務４名）で成る執行役員会を毎月開催し、適法な範囲で取締役会から権限委譲さ
れた重要な業務執行をはじめ、決議・決裁権限規程で定められた事項の決定を行っています。

３．監査等委員会

　当社の監査等委員会は取締役３名（うち、社外取締役２名）で構成され、常勤の監査等委員１名を置いております。監査等委員会は公正で客観
的な監査を行う目的で、原則月１回開催し、必要に応じて臨時で開催いたします。

　監査等委員は、取締役会やその他の重要な会議に出席し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の業務執行状況や重要な意思決定に関
し必要に応じて意見を表明するほか、取締役（監査等委員である取締役を除く。）や執行役員等からの聴取や報告を通じて厳正な監査を実施いた
します。

　また、当社内部統制システムを活用した監査を実施するため内部監査部門と緊密な連携をとり、定期的に内部監査の実施状況及び結果につい
て報告を受けるとともに必要に応じて業務執行部門から報告を求める体制としております。なお、当社は、監査等委員会の職務を補助しその円滑
な職務遂行を支援するため、監査等委員会室を設置し、専任スタッフを配置しております。

４．会計監査人

会計監査人は、PｗCあらた有限責任監査法人と監査契約を締結し会計監査を受けております。

継続監査期間は６年で、2020年度の会計監査業務を執行した公認会計士等は以下のとおりであります。

　　指定有限責任社員　　業務執行社員　　戸田　栄氏

　　指定有限責任社員　　業務執行社員　　林　壮一郎氏

　　監査業務にかかる補助者は、公認会計士６名、その他11名

会計監査人は、必要に応じて、監査等委員会、内部監査部門と情報交換を行い、監査の連携を図ってまいります。

５．内部監査

当社の内部監査は、社長執行役員直轄の組織である経営監査室（内部監査従事者５名）が、取締役会により承認された年間内部監査計画に基
づいて実施し、監査実施に当っては、監査等委員会との監査情報の交換など、連携をとってまいります。また監査報告を含む活動状況について
は、定期的に社長、取締役会及び監査等委員会に報告を行ってまいります。

６．リスクマネジメント委員会

リスクマネジメント委員会は、執行役員、経営管理部長、主要な関係会社の責任者、及び経営監査室長で構成しており、リスク管理体制を整備す
ることにより、リスク発現の未然防止と被害の最小化を図っております。

７．役員報酬の決定方法等

取締役の報酬の決定については、株主総会で総枠の決議を得ております。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個別の報酬額について
は、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会で、その妥当性について審議し取締役会で決定しております。また監査等委員である取締役の
個別の報酬については監査等委員会で協議し決定しております。

８．責任限定契約の締結について

当社は、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）がその期待される役割を十分発揮できるよう定款に取締役（業務執行取締役等であるも
のを除く。）との責任限定契約に関する定めを設けることを株主の皆様にご承認いただいており、社外取締役との間で、会社法第425条第１項に定
める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結しております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社は、取締役の職務の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を一層強化するとともに、取締
役会の業務執行権限の一部を取締役に委任することにより、経営の意思決定の迅速化を図ることを目的として、2021年６月23日開催の定時株主
総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社に移行しました。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
決算期末から総会の招集に係る取締役会決議等、諸手続のスケジュールを見直し、招集
通知は法定期日より早く発送するよう努めております。2021年３月期に係る株主総会で
は、総会日の19日前発送となりました。

集中日を回避した株主総会の設定
例年集中日を避けて株主総会を開催するよう努めておりますが、会場予約状況により本
年2021年３月期に係る株主総会は６月23日に開催しました。

電磁的方法による議決権の行使
より多くの株主の皆様に議決権を行使していただくために、2020年３月期に係る定時株主
総会より、電磁的方法（インターネット）による議決権行使制度を採用し、更にスマートフォ
ンによるスマート行使も導入しております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

議決権電子行使プラットフォームへは参加しておりませんが、2022年６月に開催予定の定
時株主総会から、参加を予定しております。

招集通知（要約）の英文での提供
2021年３月期に係る株主総会から、狭義の招集通知及び株主総会参考書類の英訳版を
作成し開示しております。

その他 当社Webサイトに招集通知及び決議通知を掲載しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表
開示の基本方針、開示方法、インサイダー取引の未然防止、情報の取扱等に
ついて規定し、ＩＲサイトにて公表しております。

http://www.punch.co.jp/ir/disclosure.html

個人投資家向けに定期的説明会を開催
新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、2020年度は個人投資家向け説明
会を開催しておりませんが、今後Ｗｅｂ開催などを検討していきます。

あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

中間及び通期の決算発表後に説明会を開催しております。 あり

IR資料のホームページ掲載

ＩＲサイトのURLは、www.punch.co.jp/ir/index.html

ＩＲサイト掲載情報は、決算情報、会社説明会資料、適時開示資料、有価証券
報告書、四半期報告書、アニュアルレポート、株主総会招集通知・決議通知・
臨時報告書等を掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 ＩＲ担当部署：経営管理部広報課

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

企業倫理規範、行動指針を定め、全てのステークホルダーに対する社会的責任を果たして
いくことを宣言しております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

環境理念、環境行動指針に基づいた環境保全活動を継続的に推進しております。また、有
害化学物質を含有しない製品づくり・調達に取組んでおります。

ＣＳＲ活動にも積極的に取組んでおり、その内容はアニュアルレポートや、当社Ｗｅｂサイト
（ＣＳＲの取組み）に掲載しております。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、取締役会において「内部統制システム構築の基本方針」について決議し、これについては外部環
境及び経営環境の変化に応じて、継続的改善に努めるものとしております。

１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1)当社は企業活動の基本として、「経営理念」「企業ビジョン」「社訓」並びに「企業倫理規範」「行動指針」を定め、法令・定款及び社会規範の遵守
を経営の根幹に置き、取締役及び使用人はこれに従って、職務の執行にあたるものとする。

(2)「リスクマネジメント委員会」を設置し、リスクの網羅的な認識・客観的な評価と適切なコントロール等を行うリスク管理体制を整備することによ
り、リスク発現の未然防止と被害の最小化を図る。

(3)内部監査部門は、「内部監査基本規程」に基づき、法令・定款・規則・規程等の遵守並びに業務執行状況について定期的に監査を実施し、その
結果を社長執行役員に報告するとともに、定期的に取締役会及び監査等委員会に対し報告を行う。

(4)取締役及び使用人を始め当社の利害関係者がコンプライアンス上の問題等を発見した場合に、通報・相談を行うことができる内部通報制度を
整備し、内部統制の維持と自浄プロセスの向上を図るものとする。なお、通報・相談は匿名を可能とし、通報者が不利益を被らないことを確保す
る。

(5)取締役及び使用人に対し、定期的なコンプライアンス教育・研修を行い、コンプライアンス意識の醸成・向上に努める。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(1)取締役の職務に係る情報につき、法令及び社内規程に定めるところに従い、適切に作成し、保存・管理する。

(2)取締役及び監査等委員会は、いつでも、前項の情報を閲覧することができる。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1)経営活動上のリスク管理に関する基本方針及び体制を定め、この体制を整備・維持することによって適切なリスク対応を図る。

(2)不測の事態が発生した場合には、臨時のリスクマネジメント委員会を開催、状況に応じた迅速な対応を行い、損害を極小化する体制を整える。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1)経営の監視・監督と執行を分離し、経営陣による迅速な意思決定を可能とするため、執行役員制度を強化し、執行役員の中から社長及びその
他の役付執行役員を選定することにより、職務執行権限と責任を執行役員へ委譲する。

(2)取締役会は、毎月１回以上開催し、経営上の重要な事項について審議並びに意思決定を行うとともに、執行役員以下の職務執行の状況を監
督する。

(3)全執行役員で構成する執行役員会を毎月１回以上開催し、取締役会から委任された事項の審議並びに決定を行う。

(4)業務分掌や職務権限等に関する各種社内規程を整備し、各役職者の権限及び責任の明確化を図り、適正かつ効率的な職務の執行が行われ
る体制を構築する。

５．当社及びその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

(1)子会社管理に関する社内規程を整備し、また、子会社管理を管掌する執行役員を置くことにより、子会社の業務執行を監視、監督し業務の適
正を確保する。

(2)子会社の経営活動上の重要な意思決定については、当社取締役会に報告し、承認を得て行うこととする。

(3)子会社の財政状態、経営成績及び重要な決定事項の当社への定期的な報告を義務付けるとともに、重要な事象が発生した場合には、その都
度報告を義務付ける。

(4)当社は当社グループのリスク管理を担当する機関として、子会社を管掌する執行役員も委員となる「リスクマネジメント委員会」を設置し、グ
ループ全体のリスクマネジメント推進に係わる課題・対応策を審議する。

(5)当社は将来の事業環境を踏まえたグループ中期経営計画を適宜策定し、当該中期経営計画を具体化するため、当社各部門及び子会社はそ
れぞれ重点施策を定め、グループ全体の目標達成に向け諸施策を実行する。

(6)内部監査部門は、子会社の内部監査部門と密接に連携し、定期的に子会社の業務監査を実施し、その結果を社長執行役員に報告するととも
に、定期的に取締役会及び監査等委員会に対し報告を行う。

６．監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項

監査等委員会の職務遂行を補助する監査等委員会室を設置し、専任スタッフを配置する。

７．監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項

監査等委員会室スタッフの人事考課は監査等委員会が行い、異動・懲戒等に関しては、事前に監査等委員会の同意を得るものとする。

８．監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項

監査等委員会より監査業務に必要な命令を受けた監査等委員会室スタッフは、他部署の使用人を兼務せず、もっぱら監査等委員会の指示命令
に従うものとする。

９．取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人が監査等委員会に報告するための体制並びに当社の子会社の取締役、監査役、使用
人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告するための体制

(1)取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人は、監査等委員会に対して法定の事項に加え、当社及び子会社の経営に重大な影響を
及ぼす可能性のある事項をすみやかに報告するものとする。

(2)内部監査部門は、内部監査上の重要な指摘や課題事項を定期的に報告するものとする。

(3)内部通報制度事務局は、内部通報による通報内容等をすみやかに報告するものとする。

(4)当社グループの取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査役並びに使用人は、当社監査等委員会から業務執行に関する事項につい
て報告を求められたときは、すみやかに適切な報告を行わなければならない。

(5)当社監査等委員会へ当該報告を行ったことを理由として、報告者に対し不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底する。

10．監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該
職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査等委員がその職務の執行（監査等委員会の職務に関するものに限る。）について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、担当部
門において審議のうえ、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、すみやかに当該
費用又は債務を処理する。



11．その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1)監査等委員及び監査等委員会は、会計監査人及び内部監査部門と緊密な連携を保ち、相互に牽制する関係を構築し、効率的かつ効果的な監
査を行う。

(2)監査等委員は、代表取締役と定期的に意見交換を行う。

(3)監査等委員は取締役会のほか、執行役員会その他の重要会議に出席し、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握し、監査の実効
性を高める。

12．財務報告の信頼性を確保するための体制

財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出に向け、内部統制が適正に機能することを
継続的に評価できる体制を整備、維持する。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、「パンチ工業株式会社行動指針」において、企業活動や市民生活の秩序と安全に脅威を与える反社会的勢力とは、一切の関係を持たな
いことを宣言しております。

反社会的勢力を排除するための体制につきましては、以下のとおりであります。

(1)反社会的勢力との取引排除に向けた基本的な考え方

a当社の行動指針、社内規程等に明文の根拠を設け、役職員が一丸となって反社会的勢力の排除に取組む。

b 反社会的勢力とは取引関係を含めて一切関係を持たない。また、反社会的勢力による不当要求は一切拒絶する。

(2)反社会的勢力との取引排除に向けた整備状況

a反社会的勢力の排除を推進するため本社に統括管理部門を設置し、また、各拠点に不当要求対応の責任者を配置する。

b 反社会的勢力への対応についての規程等を整備し、反社会的勢力排除のための体制構築に取組む。

c 取引先等については、反社会的勢力との関係に関して確認を行う。

d 反社会的勢力の該当有無の確認のため、外部関係機関等から得た反社会的勢力情報の収集に取組む。

e 反社会的勢力からの不当要求に備え、平素から警察、弁護士等の外部専門機関と密接な連携関係を構築する。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 あり

該当項目に関する補足説明

当社は2020年４月10日開催の当社取締役会において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めるとと
もに、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして、当社株式の
大量取得行為に関する対応策（以下、「買収防衛策」といいます。）を導入しました。

本買収防衛策は、取締役会の決議により導入いたしましたが、2020年６月25日開催の第46回定時株主総会においてその更新を議案として上程
し、当該株主総会において本買収防衛策の更新が承認されました。

（１）　基本方針の内容の概要

　当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務及び事業の内容や当社の企業価値の源泉を十分に理解し、当社の企業価値
ひいては株主の共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者である必要があると考えています。

　当社は、当社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には当社の株主全体の意思に基づいて行われるべきものと考えてお
ります。また、当社は、当社株式の大量取得行為であっても、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するも
のではありません。

　しかしながら、株式の大量取得行為の中には、その目的等から見て企業価値や株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株
式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量取得行為の内容等について検討しあるいは対象会社
の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすため
に買収者との協議・交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。

　当社株式の大量取得行為を行う者が、当社の企業価値の源泉を理解したうえで、それを中長期的に確保し、向上させられるのでなければ、当社
の企業価値ひいては株主共同の利益は毀損されることになります。

　当社は、このような当社の企業価値・株主共同の利益に資さない大量取得行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者と
して不適切であり、このような者による大量取得行為に対しては、必要かつ相当な対抗措置を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同
の利益を確保する必要があると考えます。

（２）　基本方針の実現に資する特別な取組みの概要

① 中期経営計画による取組み

　当社は、「金型部品業界でのトップブランドを確立し、製販一体企業としての優位性を活かした高収益企業を目指す。」という企業ビジョンを実現
していくため、2020年度を最終年度とする中期経営計画「VC2020」を策定し、「販売５極体制の確立」「お客様サービスの向上」「高収益事業の推進
とＲ＆Ｄ強化」及び「働き方改革」を４つの重点経営課題として、それぞれに施策を講じてまいりましたが、米中貿易摩擦の長期化に新型コロナウイ
ルス感染症の世界的拡大が加わり、当社の経営環境がますます先行き不透明な状況になったことから、次期中期経営計画の策定に入る前に、
2020年度から２年間の繋ぎ計画である「VC2020Plus」を策定し、今後に向けた足場固めを行うこととしました。

　「VC2020Plus」では「VC2020」の基本的な経営方針を踏襲しつつ、現環境に呼応した内容の見直しを行うとともに、新たな施策も講じております。
これらの施策を通じて、当社の強みである「高い品質のカタログ品と特注品をワンストップで提供する」「世界５極の営業ネットワークでお客様に寄
り添う」というユニークなビジネスモデルを更に発展させてまいります。

●「販売５極体制の確立」は、米州に続き、欧州にも当社独自の販売体制を確立することが将来的な課題ですが、現時点では、新型コロナウイル
スの影響による移動制限を考慮し、既存のネットワークを最大限に活用した、東南アジアと欧米での販路拡大を目指します。

●「お客様サービスの向上」は「お客様目線を重視した営業力強化」と改め、製品や技術に対する豊富な知識を備えた営業人員の育成強化と、受
注システム、見積りツール等、ＩＴを活用したお客様サービスの向上に取組みます。

●「高収益事業の推進とＲ＆Ｄ強化」は「グローバル生産体制の最適化とＲ＆Ｄ強化」とし、人員・設備といった経営資源の最適化と継続的な原価
低減活動を推進するとともに、引き続き、ベトナム工場を活かしたグループ全体のさらなる生産効率アップを図ってまいります。

●「働き方改革」については「働き方改革と人財育成」とし、女性の活躍や社員のワークライフバランスを実現すると同時に、将来に向けて、戦略の
立案・遂行が出来る人財、グローバル人財、そして次世代のグループ経営を担う人財の育成も進めてまいります。

　なお、とりわけ日本事業においては、高収益企業として経営の抜本的改革を図るため、2020年度より経営革新プロジェクトを立ち上げました。営
業と製造を両軸とする事業戦略を打ち立て、上記の重点経営課題に取組んでまいります。

② コーポレートガバナンス強化による取組み

　当社は、法令を遵守し誠実に社会的責任を果たすとともに、経営の健全性及び透明性を高め、株主や顧客をはじめとするすべてのステークホル
ダーにとっての利益を守り、当社の持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上を図るため、コーポレートガバナンスの確立が最重要課題と認
識し、指名・報酬諮問委員会の設置、取締役会の実効性評価、執行役員制度の強化、取締役会議長の社外取締役への変更、譲渡制限付株式報
酬の導入をはじめとした役員報酬制度の整備等、コーポレートガバナンスの強化に取組んでおります。

（３）　基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの内容の概要

① 本買収防衛策買収防衛策の目的

　本買収防衛策買収防衛策は、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることを目的とするものであり、上記の基本方針に沿うもの
です。

　当社取締役会は、基本方針に定めるとおり、当社の企業価値・株主共同の利益に資さない当社株式の大量取得行為を行う者は、当社の財務及
び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えています。本買収防衛策は、こうした不適切な者によって当社の財務及び事業の方
針の決定が支配されることを防止し、当社の企業価値・株主共同の利益に反する当社株式の大量取得行為を抑止するために、当社株式に対する
大量取得行為が行われる際に、当社取締役会が株主に代替案を提案したり、あるいは株主がかかる大量取得行為に応じるべきか否かを判断す
るために必要な情報や時間を確保すること、株主のために交渉を行うこと等を可能とすることを目的としております。

② 本買収防衛策買収防衛策の概要

　本買収防衛策買収防衛策は、当社株券等の20%以上を買収しようとする者が現れた際に、買収者に事前の情報提供を求める等、上記目的を実
現するために必要な手続を定めています。また、買収者等は、本買収防衛策に係る手続が開始された場合には、当社取締役会又は株主総会に
おいて本買収防衛策の発動をしない旨の決議がなされるまでの間、買収を実行してはならないものとされています。



　買収者が本買収防衛策において定められた手続に従わない場合や当社株券等の大量取得行為が当社の企業価値・株主共同の利益を毀損す
るおそれがある場合等で、本買収防衛策所定の発動要件を満たす場合には、当社は、買収者等による権利行使は原則として認められないとの行
使条件及び当社が買収者等以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得できる旨の取得条項等が付された新株予約権を、その時点の
当社を除く全ての株主に対して新株予約権無償割当ての方法により割り当てる等の対抗措置をとることができるものとします。

　本買収防衛策に従って新株予約権の無償割当てがなされ、その行使又は当社による取得に伴って買収者等以外の株主に当社株式が交付され
た場合には、買収者等の有する当社の議決権割合は、最大50%まで希釈化される可能性があります。当社は、本買収防衛策に従った新株予約権
の無償割当ての実施、不実施又は取得等の当社取締役会の判断については、取締役の恣意的判断を排するため、当社経営陣からの独立性を
有する当社社外取締役又は社外の有識者等から構成される独立委員会の客観的な判断を経ることとしています。

　また、当社取締役会は、これに加えて、本買収防衛策所定の場合には、株主総会を招集し、株主の意思を確認することがあります。

　さらに、こうした手続の過程については、株主への情報開示を通じてその透明性を確保することとしています。

　なお、本買収防衛策の有効期間は2023年３月31日に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとします。ただし、その有効期間
の満了前であっても、当社株主総会又は取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランは当該決議に従い廃止され
るものとします。

（４）　具体的取り組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

　①本買収防衛策が基本方針に沿うものであること

当社の中長期的経営計画の取組みは、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上するための具体的取組みとして策定されたものであり、

　また、当社株式に関する買付等が行われた際に、当社の企業価値・株主共同の利益を確保することを目的としており、（１）の基本方針に沿うも
のです。

　②本買収防衛策が当社の株主の共同に利益を損なうものでないこと

本買収防衛策は、経済産業省及び法務省が2005年5月27日に発表した企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関す
る指針の定める三原則を充足していること、本買収防衛策が株主総会において株主のご承認を得た場合にのみ更新されること、一定の場合に本
買収防衛策の発動の是非について、株主意思確認総会において株主の意思を確認する仕組みが設けられていること等、株主の意思を重視する
ものとなっております。

　③本買収防衛策が当社役員の地位の維持を目的とするもではないこと

　　本買収防衛策の発動等に際しては、当社経営陣から独立性を有する当社社外取締役又は社外の有識者等から構成される独立委員会による
勧告を必ず経ることとされていること、また、独立委員会が、当社の費用で専門家等の助言を受けることができるものとされていること、本買収防
衛策の発動に関して客観的な要件が設定されていること等により、その判断の公正性・客観性が担保されております。

　したがって、本買収防衛策は当社の企業価値・株主共同の利益に資するものであって、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではあ
りません。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――
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